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1. はじめに 

土壌汚染対策法（以下、法）において実施措置として土壌汚染の除去等の措置を適用する場合、汚染除去等

計画を作成するが、計画した汚染の除去等の処理方法（以下、措置技術）に関し、予め適用性の確認を行うこ

とが規定されている 1)。適用性を確認する方法として、法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 2) には

適用可能性試験を行い処理の効果を確認すること等が記載されている。しかし、その具体的な方法や手順につ

いては示されていない。また、環境省の区域内措置優良化ガイドブック 3) においては適用可能性試験が「措置

技術又は処理技術の適用性を検討する上で、事前に基準不適合土壌等を用いて処理技術の適用性および適用条

件を決定するために、室内等で実施する試験」と定義され、適用性の確認方法の一つに挙げられているが具体

的な手順等は示されていない。そこで、（一社）土壌環境センター（以下、センター）では、令和 4 年度（2022
年度）より「土壌汚染の除去等の措置の適用可能性試験に関する調査・検討部会」（以下、当部会）を立ち上

げ、適用可能性評価のための室内試験（以下、室内試験）の方法・手順について検討を行い、これまでに 2 つ

の措置技術（オンサイト土壌洗浄、原位置生物処理）に対し具体例を提示した 4)。当部会は第 2 期として活動

を継続し、他の措置技術を対象に室内試験の方法・手順について具体化を図るべく検討を行っている 5), 6)。 
本報では、重金属等（第二種特定有害物質）による地下水汚染の拡大防止を目的に重金属等を吸着除去する

透過性地下水浄化壁を検討対象とし、室内試験の目的、方法・手順および留意点について検討した結果を報告

する。なお、当該試験方法の例は、検討の最終結果ではなく現段階での案であり、今後改善を図る考えである。 
 
2. 透過性地下水浄化壁の適用可能性試験（室内試験）の検討 

2.1 検討対象とする透過性地下水浄化壁の概要 

透過性地下水浄化壁 3)（以下、

浄化壁）は地下水汚染の拡大の防

止を目的とした措置技術であり、

対象地（要措置区域等）の地下水

流向下流側に透水性が周辺の帯

水層と同等以上に維持された浄

化壁を地中に構築し、汚染された

地下水から定常的に汚染物質を

除去することにより、対象地から

の目標地下水濃度を超える汚染

状態の地下水の拡大を防止する

ものである（図－１）。浄化壁は

米国において 30 件以上の適用実

績（2012 年時点）7) があり、国内

でも実施事例をセンターの活動において確認している。今後、適用の増加が見込まれる技術であると考えられ

たことから、当部会において適用可能性試験の検討対象の一つに選定した。地下水汚染除去の原理として分解

と吸着の 2 つがある 3) が、重金属等（第二種特定有害物質）を吸着除去する浄化壁を検討対象とした。浄化壁

の適用可能性試験の検討結果について以下に述べる。 
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図－１ 透過性地下水浄化壁の概要 3） 
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2.2 適用可能性試験の目的 

本試験は、浄化壁を法の実施措置等として適用する場合に、現地で採取した地下水試料を用いた室内試験に

より、処理後（浄化壁透過後）の地下水について確実に浄化目標濃度（例えば目標地下水濃度）を超えない状

態にできる性能があることを確認する。また、その性能を維持する設計とするために必要なデータを取得する

ことを目的とする 2), 3)。 

今回検討対象とした重金属等（第二種特定有害物質）を吸着除去する浄化壁の室内試験においては、現地の

条件をふまえ、有効な吸着材の選定、吸着材の配合条件（地盤材料への添加量）および壁厚・破過時間の設計

根拠データの取得を行い、上記の設計に資するものとする。 
 

2.3 室内試験フローの概要 

室内試験のフローを図－２に示す。本図には各手順における実施内容、確認項目および留意点を合わせて記

す。なお、本案は標準的なものではなく、具体的な試験方法の一例であることを留意されたい。 

フローは 7 つの手順から成る。まず、試験前の確認（前提条件等）として、汚染状況（土壌、地下水）、地

盤条件および現場条件等を確認・整理する。次に分析・試験に用いる地下水を現地で採取し、基準不適合物質

等の初期性状を事前に分析し確認する。それらの確認結果を踏まえて室内試験を行い、試験結果を評価する。以

上の検討結果をもとに適用性の評価を行い、実サイトの設計条件設定の基礎データとする。 
 
2.4 室内試験フローにおける留意点および補足説明 

室内試験フロー（図－２）における留意点および補足説明を以下に記す。 

2.4.1 試験前の確認（前提条件等）3), 8) 

対象地が浄化壁の設置に適する地盤条件や施工条件であること等、適用可能性試験の実施の妥当性を判断す

るための前提条件に関し、以下の事項について確認を行う。 

（1）基準不適合土壌の範囲・深さ、地下水汚染の範囲等 

土壌汚染状況調査、詳細調査等報告書等を確認し、土壌溶出量基準に不適合な土壌の範囲・深さ、地下水

汚染の範囲、地下水中の特定有害物質の濃度を確認する。 

（2）帯水層の構造（深さ、地下水の流向・流速、透水係数等） 
土壌汚染状況調査、詳細調査等報告書等から該当情報を確認し、無ければ追加調査等を行い把握する。 

 

図－２ 室内試験フロー（例）（1/3）3), 8)～10) 

• 現地で地下水試料を採取
• 試料採取地点は、汚染状況をふまえ、対象物質の地下水濃度が最も高い箇所等を適切に設定
• 試料必要量は試験等の計画（想定試験回数）に基づき設定 →初期性状確認（3.）で用いる試料の量も考慮
• 地下水試料は変質しないよう冷暗所等で保管 →採取後、速やかに試験に供することが望ましい

地下水試料の基準不適合物質等の濃度を確認

（例）化学分析項目
・基準不適合物質
・pH
・浄化壁の透水機能に影響する物質
・吸着材に対する阻害物質
等

・後段 5. の吸着性能評価に供する吸着材の候補（複数）
を挙げ、経済性（材料単価）と吸着性能（カタログ値等
参照）から費用対効果を比較検討し、選定

・吸着性能については、必要に応じて任意の方法で吸着
試験（例えば、次の手順に記載のバッチ吸着試験）を行い、比較評価する

■吸着材の添加に伴う副次的影響の確認

吸着材の添加に伴う副次的影響がないこと（例えば、

pHの変化）を確認

【確認項目】
• 地下水汚染の範囲、基準不適合土壌の範囲・深さ
• 地下水中の特定有害物質の濃度
• 帯水層の構造（深さ、透水係数、地下水の流向・流速）
• 地下水の浄化目標濃度（目標地下水濃度等）
• 特定有害物質以外（油類、カルシウム、等）の影響有無
• 対象地の条件が浄化壁設置に支障の無いこと

■対象地の条件が浄化壁設置に支障の無い事の確認

操業中事業所では浄化壁設置予定場所が施工に支障

の無い場所であること（既設建屋や地中障害物が無い

こと等）を確認する

4.吸着材の選定 9), 10)

2.試料採取

1.試験前の確認 3), 8)

（前提条件等）

3.初期性状確認 3), 8)

：主な留意点および補足説明

■浄化壁の透水機能に影響する物質の濃度確認

油類や地下水中の無機成分（カルシウム等）は浄化壁

の目詰り等障害の要因となるため、濃度を確認しておく

ことが望ましい

■吸着材に対する阻害物質の確認

吸着材に対する阻害物質が存在する場合があるので、

メーカー等に問い合わせることが望ましい
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図－２ 室内試験フロー（例）（2/3）10), 11) 

5.吸着性能評価
（バッチ吸着試験）

：主な留意点および補足説明

【 5. 吸着性能評価（バッチ吸着試験）】

〇試験の目的
対象物質毎に吸着等温線を作成し吸着材の吸着性能を確認する

〇準備 11)

①試料および材料
地下水試料、試薬、吸着材

②装置および器具
試験容器、はかり、振とう機、遠心分離装置、遠沈管、
メンブランフィルタ、pH計、ふるい、メスシリンダ、等

〇吸着性能試験（バッチ吸着試験）10), 11)

①試験用地下水試料の調製
・地下水試料または地下水試料に試薬を添加し調製した模擬地下水試料を試験用地下水試料

（以下、試験試料）とし、試験試料中の対象物質濃度（以下、初期濃度）を測定
②吸着試験
・湿潤液固比（＝試験試料液量 (mL)／吸着材の湿潤質量 (g)）

は浄化目標濃度（以下、目標濃度）を考慮し、吸着等温線
の作成に必要な段階数（3段階以上）に設定

・吸着材と試験試料を一定時間（概ね1時間以内 →予備試験
等で検討）、混合攪拌/振とうした後、固液分離する
※固液分離の手順例：試験試料液量500mLでの例
1) 吸着材を、湿潤液固比に応じて量り取り、試験容器に

入れ試験に供する
2) 試験試料（500mL）をメスシリンダで量り取り、吸着材

が入った試験容器に入れる
3) 試験容器を振とう機に取り付け、例えば、水平振とうの

場合、振とう回数 約200回/分、振とう幅 4〜5 cmに
設定

4) 振とうを開始して一定時間経過後（概ね1時間以内
→予備試験等で事前検討） に停止

5) 試験容器を振とう機から外し、検液の測定に必要な量の
溶液を遠沈管に移し、2400G以上で10〜20分遠心分離する
その上澄み液をメンブランフィルタでろ過し検液とする

・検液中の対象物質の平衡濃度（以下、検液濃度）を測定
③吸着量の計算

湿潤液固比の各段階における吸着量を次式にて算出
吸着量 (mg/kg) ＝（初期濃度 (mg/L) −検液濃度 (mg/L)）×試験試料量 (L)

／吸着材の湿潤質量 (kg)
④吸着率の計算

吸着率 (％) ＝（(初期濃度 (mg/L) −検液濃度 (mg/L))／初期濃度 (mg/L)）×100
⑤吸着等温線の作成 11)

・検液濃度と吸着量の相関関係をもとに吸着等温線を作成（下記グラフ(1)(2)参照）
・吸着等温線は目標濃度を含む3試験以上の結果から適した関係式を導き作成
⑥目標濃度における吸着量の計算

上記⑤で求めた吸着等温線の関係式より目標濃度における吸着量を算出

■試薬
価数が複数ある物質（例：As、Se）は現
場の水質に合わせて価数を考慮する

■メンブランフィルタ
孔径0.45μmを使用 （対象物質吸着後
の吸着材がろ紙上に残る孔径）

■湿潤液固比の目安 （例）
湿潤液固比の目安は、100、250、500、
750、1000、2500、5000、7500、10000、
等

■吸着等温線が目標濃度付近で作成
できなかった場合
湿潤液固比を見直して実施する

■固液分離
・振とうから検液作成までの手順は、例

えば、環告46号を参考にしてもよい
・遠心分離の代わりにメンブランフィル

タでろ過する方法も適用できる

■吸着後の溶液（ろ過した検液）
pH等に副次的影響が生じていないこと
を確認する
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図－２ 室内試験フロー（例）（3/3）8)～15) 

 

（3）地下水の浄化目標濃度 

浄化目標とする地下水濃度（例えば、目標地下水濃度）を適切に設定する。 

（4）特定有害物質以外の物質（油類、カルシウム、等）の影響有無 

油類や地下水中のカルシウム等の無機成分は、浄化壁の目詰り等障害の要因となるため留意する 10)。 

また、吸着材に対する阻害物質が存在する場合があるので、メーカー等に問い合わせることが望ましい。 

（5）対象地の条件が浄化壁設置に支障の無いことの確認 

操業中事業所では浄化壁設置予定場所が施工に支障の無い場所であること（既設建屋や地中障害物が無い

こと等）を確認する。 

6.カラム吸着試験

7.結果の評価
およびまとめ

検討結果をふまえ、以下の適用可能性判断基準２項目全てを満足した場合、浄化壁の適用可能性が高いと判断する。

1. 対象地の条件が浄化壁設置に支障の無いこと

2. 地下水が浄化壁透過後に浄化目標濃度を満足する性能が設計上、担保されることを確認したこと

：主な留意点および補足説明

【 6. カラム吸着試験 】

〇試験の目的
浄化壁の長期性能を確認する

〇準備
①試薬および材料

地下水試料、試薬、吸着材、地盤材料
②装置および器具
・カラム（例）12)〜14)：内径32〜100mm（充填する材料の最大

粒径の５〜10倍以上）の円筒で厚さ60〜300mmに充塡できる物
・メスシリンダ、遠心分離装置、遠沈管、メンブランフィルタ、

pH計、電気伝導率計、はかり、ふるい、ランマ―、等
③浄化壁材料の調製

吸着材と地盤材料を混合し浄化壁材料（以下、壁材）を調製
その混合割合（％）は前記5.の吸着性能試験結果をふまえ設定

〇カラム吸着試験 8)〜12), 15)

①試験用地下水試料の調製
・地下水試料または同試料に試薬を添加し調製した模擬

地下水試料を試験用地下水試料（以下、試験試料）と
し、その対象物質濃度（以下、初期濃度）を測定

②カラムの準備および壁材の充塡
・空のカラム質量（kg）を秤量
・壁材をカラムに偏りが生じないように充填

→何層かに分けて充填したり、1層分を例えば、5回に
分けて充填する等が望ましい

・最後の層を締め固め後、壁材の充塡高さを計測
・カラムに充填した壁材の質量（＝全体の質量（kg）

−空のカラム質量（kg））を算出
③初期飽和

充填した壁材を飽和させるため試験試料を通水し、カラム内の水位が上端に到達したら24時間ほど静置
④通水
・ポンプを始動し流量を調整 →試験試料の流速を確認し、設定範囲から外れている場合は流量を調整
・カラム装置に異常や障害がないことを確認
⑤流出液の回収及び測定
・湿潤液固比に応じて採水頻度を設定
・流出液が入った容器を交換したら、速やかに

流出液が入った容器の質量を量り、流出液を固液
分離（5.の手順例参照）後、ろ過し検液とする

・検液の対象物質濃度（以下、検液濃度）を測定
・カラム吸着試験は吸着材が破過に達するまで行う
⑥湿潤液固比の計算 11)

湿潤液固比（L/kg）＝流出液の質量 (kg)
／流出液の比重 (kg/L)※×1／壁材の質量 (kg)
注※：測定を省略した場合は1.0 (kg/L) とする

⑦吸着量の計算 11)

吸着量 (mg/kg)＝（試験試料の初期濃度(mg/L)
−検液濃度 (mg/L)）×湿潤液固比 (L/kg)

⑧累積吸着量の計算 11)

吸着材が破過に達するまで繰り返し吸着量を計算
し、合算して累積吸着量とする

➈計画する浄化壁の耐久年数試算
⑦で得た吸着量等の設計条件を基に計画壁厚での
耐久年数を試算し確認（右の計算表（例）参照）

■カラム吸着試験 →例えば、ISO/TS21268-3 12) 参照

■壁材のカラムへの充填（コツ）
・材料を混合する際は、非帯電性の容器やさじを用い

て静電気が発生しないようにゆっくりとよく混合する
・各層毎に毎回へらで平らにならす
・1回分を入れ終える毎に、試料面からランマーを落下

させ、締固めを行う
・締め固め後、次の層との密着を良くするため試料面

にへらで縦横に線を刻む

■吸着量の計算
流出液中の対象物質濃度が定量下限値未満の場合は
定量下限値を用いて計算する

■試薬、メンブランフィルタ → 5.の留意点参照

カラム吸着試験の概念図 12) に加筆

カラム

流出液

ポンプ

凡例： 入力値（斜体字） 計算結果
単位 計算式 壁厚0.5mでの例

A 浄化壁 壁厚（計画例） m − 0.5

B
浄化目標濃度 (例: 0.01mg/L)
での吸着量（吸着等温線より）

mg/g − 1.2

C 地下水の実流速（計画例） cm/min − 0.11
D 同上 単位換算 m/day C×60×24/100 1.6
E 地盤中の間隙比（計画例） − 0.56

F
浄化壁面積1m2に接触する
1日当りの水量（体積）

L/m2/day D×E/(1+E) 0.57

G 吸着材の配合量 kg/m3 − 5.0
H 浄化壁面積1m2中の吸着材質量 kg/m2 G×A 2.5

I
浄化壁面積1m2に吸着できる
対象物質量

mg/m2 B×(H×1000) 3085

J 地下水初期濃度（計画例） mg/L − 0.022

K
浄化壁面積1cm2が処理できる
水量

L/cm2 I/J 140227

L 耐久年数 year K/F/365 673

項目

浄化壁耐久年数 計算表（例）
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2.4.2 試料採取 

試験に供する地下水試料は、現地で採取後、速やかに試験を行うように計画する。 

低濃度の地下水試料しか採れない場合は、地下水試料に対象物質の試薬（市販品）を添加して濃度をより高

く調整し、模擬地下水試料として試験に供する。 

 試料必要量は後述する試験等の計画（想定試験回数等）に基づき設定する。初期性状確認（2.4.3）において

分析に要する試料量も考慮する。 

 

2.4.3 初期性状確認 3), 8) 

地下水試料について基準不適合物質、pH および吸着材の阻害物質の濃度等、初期性状を確認する。また、油

類や地下水中のカルシウム等の無機成分は、前記のとおり浄化壁の目詰り等障害の要因となるため、濃度を確

認しておくことが望ましい。 

 
2.4.4 吸着材の選定（吸着材選定試験）9), 10) 

後述する 2.4.5 の吸着性能評価に供する吸着材の候補（複数）を挙げ、経済性（材料単価）と吸着性能（カタ

ログ値等参照）から費用対効果を比較検討し、吸着材を選定する。吸着性能については、必要に応じて任意の

方法で吸着試験（例えば、2.4.5 に記載のバッチ吸着試験）を行い、比較評価する。 

また、吸着材の添加に伴う副次的影響がないこと（例えば、pHの変化）を確認する。 

 

2.4.5 吸着性能評価（バッチ吸着試験）10), 11) 

前節にて選定した吸着材を用いて、対象物質毎に吸着等温線を作成し吸着材の吸着性能を確認することを目

的としたバッチ吸着試験（図－２（2/3））を行う。 

価数が複数ある対象物質（砒素、セレン）の模擬地下水試料を作製する場合は、現場の水質に合わせて試薬

を選択する。 

吸着試験後に検液のろ過に用いるメンブランフィルタは孔径 0.45 μm を使用する。対象物質を吸着した吸着

材は当該孔径のメンブランフィルタ上に残るため適切にろ過することができる。 

バッチ吸着試験において、湿潤液固比の目安は、例えば、100、250、500、750、1000、2500、5000、7500、
10000 といった設定が考えられる。試験の結果、吸着等温線が浄化目標濃度付近で作成できなかった場合は、

湿潤液固比を見直して実施する。 

同試験における振とう時間は、吸着材によって 1～6 時間で実施する。吸着材は対象物質（重金属等）が触れ

ただけで（極めて短時間で）吸着するのが理想的である。 
固液分離に関し、振とうから検液作成までの手順は、例えば、環告 46 号を参考にしても良い。また、遠心分

離の代わりにメンブランフィルタでろ過する方法も適用できる。 

吸着後の溶液（ろ過した検液）に関し、pH 等に副次的影響が生じていないことを確認する。 

 

2.4.6 カラム吸着試験 8)～15) 

浄化壁の長期性能を確認するための試験の

一例として、カラム吸着試験を提示した（図－

２（3/3））。 

本試験で確認すべき試験ケースは、前節の

吸着性能評価（バッチ吸着試験）の結果、現地

条件（地下水の濃度、地下水の流速、設置でき

る浄化壁の厚さ）、地下水の浄化目標濃度およ

び浄化壁の耐久年数から試験条件を整理し計

画することが望ましい。 

カラム装置は、例えば、ISO/TS21268-3 12)、佐藤ら 13)、および三浦ら 14) の論文等を参考にされたい。条件設

定の例を表－１に示す。 

試薬とメンブランフィルタに関する留意点および補足事項は、前節 2.4.5 を参照されたい。 

浄化壁材料の調製に関し、浄化壁は吸着材と地盤材料を混合したものを材料（以下、壁材）とし、その混合

割合は吸着性能試験（バッチ吸着試験）の結果を考慮して設定する。当該壁材で構築する浄化壁は、現地盤よ

りも透水性を高め地下水が集まりやすくすることが基本である。 

表－１ カラム装置の条件設定の例 13), 14) 

報告例
カラム寸法
内径×厚さ

ポンプ流量 通水速度 地盤材料･粒径

佐藤ら 13) φ32mm
×100mm

0.5mL/分 90cm/日 沖積砂質土
（2mm未満）

三浦ら 14) φ100mm
×60mm

2mL/分 36cm/日 礫分0％ (砂質土)
2mm未満
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試験用地下水試料の調製において、調製後の地下水試料のpHが現地の地下水と変わらないことを確認する。 

カラムの準備および壁材の充塡において、充填の品質を上げる要領を図－２（3/3）に記したので参考にされ

たい。 

流出液の回収および測定において、湿潤液固比は破過するまでを評価できるように調整する。 

流出液の固液分離・ろ過に関し、前節のバッチ吸着試験と同様に、例えば、環告 46 号を参考にしてもよい。

また、遠心分離の代わりにメンブランフィルタでろ過する方法も適用できる。 

吸着量の計算において、流出液中の対象物質濃度が定量下限値未満の場合は、定量下限値を用いて計算する。 

本試験の結果から得られた吸着量等の設計条件を基に、計画する壁厚での浄化壁の吸着性能の耐久年数を試

算（図－２（3/3）の浄化壁耐久年数計算表参照）し、長期的に耐久性を有することを確認する。 

 

2.4.7 結果の評価およびまとめ 

検討結果から以下の適用可能性判断基準 2 項目全てを満足した場合、浄化壁の適用可能性が高いと判断する。 

（1）対象地の条件が浄化壁の設置に支障の無いこと 

（2）地下水が浄化壁透過後に浄化目標濃度を満足する性能が計算上、担保されることを確認したこと 

 

3. おわりに 
今回提示した試験方法の例について、改善の余地がないか討議を重ねて意見を集約し、更新する所存である。 
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